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インド向け輸出水産食品の取扱要綱 

 
１ 目的 
  この要綱は、インド向け輸出水産食品（食品衛生に係る証明を要し、動物衛生に

係る証明を要しないものに限る。）について、農林水産物及び食品の輸出の促進に

関する法律施行規則（令和２年財務省・厚生労働省・農林水産省令第１号）第３条

に基づく衛生証明書の発行、第 16 条に基づく適合施設の認定及び第 21 条に基づく

定期的な確認等に関する手続を定めるものである。 
 
２ 定義 
  本要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 
（１）インド向け輸出水産食品：我が国からインドに輸出される水産食品（生鮮品（冷

蔵及び冷凍）、燻製品、乾燥品、缶詰等を含み、冷凍養殖水産物の一部を含まな

い。） 
（２）認定施設：インド向け輸出水産食品を最終加工（単なる保管を除く。）する施

設であって、本要綱に基づき認定された施設 
（３）規制対策グループ：農林水産省輸出・国際局規制対策グループ 
（４）食品監視安全課：厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課 
（５）都道府県等衛生部局：都道府県、保健所設置市及び特別区における衛生主管部

局 
（６）証明書：インド向け輸出水産食品のための衛生証明書 
（７）認定施設責任者：認定施設において、本要綱の要件が遵守されていることに責

任を負う個人又は法人 
（８）輸出者：認定施設のインド向け輸出水産食品を輸出しようとする者であって、

生産から輸出に至るまでの流通経路を把握し、その間の衛生管理について責任を

負う者 
（９）証明書発行機関：北海道農政事務所、東北農政局、関東農政局、北陸農政局、

東海農政局、近畿農政局、中国四国農政局、九州農政局及び内閣府沖縄総合事務

局（本要綱において「地方農政局等」と総称する。）並びに規制対策グループ 
（10）登録検査機関：食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号。本要綱において「法」と

いう。）第４条第９項に規定する登録検査機関 
 
３ 施設の認定手続等 
（１）認定施設の要件 



  認定施設は、次のいずれかに該当する施設とする。 
 ア 法第 55 条に基づく営業許可を有し、又は法第 57 条に基づく営業届出を行って

いる施設であること。 
 イ 条例等による食品製造等の営業許可を有し、又は営業に係る届出等を行ってい

る施設であること。 
 ウ 食品衛生監視員による監視指導の結果、一定程度の衛生管理が実施されている

ことが食品衛生監視票等の書類で確認可能な施設であること。 
（２）インド向け輸出水産食品の施設認定手続 
 ア 施設認定を受けようとする者は、別紙様式１の申請書を、（１）の要件を確認

するために必要な書類（（１）のア及びイについては営業許可証又は届出書の写

し等、ウについては食品衛生監視票の写し等）を添付し、手数料の納付とともに、

別表の申請先に申請すること。 
 イ 地方農政局等は、アによる申請を受けたときは、提出のあった書類により（１）

の要件に適合しているかどうかを審査し、審査の結果、問題がない施設について

は、別紙様式２の報告を規制対策グループに提出すること。 
 ウ 規制対策グループは、イによる報告の提出があったときは、報告に係る施設に

認定番号を付与し、食品監視安全課及び地方農政局等に対して、認定する旨を連

絡する。連絡を受けた食品監視安全課は、都道府県等衛生部局に、アの提出を受

けた地方農政局等は、施設認定申請者にそれぞれその旨を連絡する。 
 エ 規制対策グループは、農林水産省のホームページ上で施設認定リストを公表し、

当該リストに記載された施設については、公表時点以後、本要綱に基づき認定さ

れた施設として取り扱う。 
（３）認定施設に関する認定事項の変更等 
 ア 認定施設責任者は、認定事項（施設名称、所在地等の別紙様式１の申請書の記

載事項をいう。）の変更があるときは、別紙様式３の申請書を、変更内容が確認

できる書類を添付し、別表の申請先に提出すること。 
 イ 認定施設責任者は、認定施設について認定の廃止を希望する場合は、別紙様式

４の認定廃止願を、認定申請時の申請先に提出すること。 
 ウ 認定施設の変更・廃止の連絡及び公表は、（２）イからエまでに準じて行う。 
（４）認定施設の定期的な確認  
 ア 都道府県等衛生部局は、管内の認定施設について、食品衛生法で規定する監視

指導の際に営業の許可の取消し事由が存在する等の問題が認められた場合には、

食品監視安全課に報告することとし、当該報告を受けた食品監視安全課は、規制

対策グループに連絡を行う。 
 イ 認定施設責任者は、アの監視指導を受けたときは、その都度、別表の報告先に

内容を報告すること。 
 ウ 地方農政局等は、イに基づき認定施設責任者から提出される監視指導内容の報

告により、認定施設が（１）に規定する要件に適合していることを確認し、当該

内容等を規制対策グループに連絡すること。 
（５）認定の取消し等 



 ア 規制対策グループは、以下のいずれかに該当する場合は、認定施設の取消しを

行うことができる。 
  ① （４）の定期確認の結果、（１）の要件に適合しなくなったと認める場合に

おいて、認定施設責任者に対し、これを改善すべきことを求め、かつ、その求

めによってもなお改善されないとき。 
  ② 認定施設が不正な手続により認定を受けたものであることが判明したとき。 
  ③ 認定施設責任者と輸出者が同一である場合、その者が過去に不正な手続によ

り証明書の交付を受けたことが判明したとき。 
  ④ その他相当の理由があると認めるとき。 
 イ 認定の取消しの連絡及び公表は、（２）イからエまでに準じて行う。 
（６）インド政府による登録 

認定施設責任者は、インド向け輸出水産食品を製造するまでに、インド政府によ

る製造施設登録を受けること。 
なお、製造施設登録については、インド政府が示す手続に従うこと。 

 
４ 証明書の発行 
（１）証明書の発行要件 
  証明書の発行は、インド向け輸出水産食品が次に掲げる要件の全てに適合すると

きに行うものとする。 
  なお、証明書発行機関は、必要に応じて官能検査等を実施し、貨物の状態を確認

することができる。 
 ア 出港前の貨物であること。 
 イ 別紙様式５－１（１輸送の詳細及び２輸出水産食品の詳細）と添付書類の内容

が合致していること。 
 ウ ３（１）のアからウまでのいずれかに該当する取扱施設において最終加工され

たものであり、申請書類の内容において食品衛生上の問題が認められないこと。 
 エ 登録検査機関の試験成績書の結果が、４（２）ア⑥に基づく検査基準を満たし

ていること（別途検査に係る通知等が定められているときに限る。）。 
（２）証明書の発行手続等 

ア 輸出者は、一元的な輸出証明書発給システムにより証明書の発行申請を行うこ

と。なお、同システムによる発行ができない等の不測の事態が生じ、電子メール

等による申請を行う場合にあっては、証明書は書面による交付とすることとし、

その受領方法については別表の申請先とあらかじめ調整の上、証明書の発行申請

に必要な書類を別表の申請先に送付すること。 
 イ 輸出者は、インド向け輸出水産食品について、輸出を行うごとに、別紙様式５

－１に以下の①から⑧までの書類等を添付して、誓約事項を了承の上、手数料の

納付とともに、別表の申請先に提出すること。なお、③を申請時に提出できない

ときは、証明書発行日までに提出すること。また、①から③までについては、別

紙様式５－１（１輸送の詳細及び２輸出水産食品の詳細）の内容が確認できるも

ののみの提出でよい。 



   生鮮品の輸出など、申請日当日に証明書の交付を希望する場合は、手続を円滑

に行うため、事前に申請先に相談するなど連携を図ること。 
  ① インボイスの写し 
  ② パッキング・リストの写し 
  ③ 船荷証券（BL）又は航空貨物運送状（AWB）の写し 
  ④ 食品衛生監視員による監視指導の結果、認定施設において一定程度の衛生管

理が実施されていることが確認できる書類（食品衛生監視票等）の写し 
   ※ 同一の輸出者が同一の認定施設において最終加工した水産食品を継続して

輸出する場合であって当該書類の記載内容に変更がないときは、別紙様式５

－１への記載により添付を省略することができることとする。 
  ⑤ インド政府による製造施設登録が確認できる書類 
  ⑥ 必要に応じ別途定める通知等に基づき、登録検査機関において自主検査を実

施し、検査基準を満たしていることを確認できる発行日から１年以内（３年以

上の輸出実績があり、過去３年間の検査結果に問題が認められなかった場合に

は３年以内）の試験成績書の写し（別途検査に係る通知等が定められていると

きに限る。） 
   ※ 同一の輸出者が同一の認定施設で加工された同一製品を試験成績書の有効

期間内に継続して輸出する場合には、当該試験成績書の添付を省略すること

ができることとする。 
  ⑦ 入手経路等が明らかとなる取引関係書類の写し 
  ⑧ 郵送での受取りを希望するときは、切手を貼付し、宛先を記入した返信用封

筒 
※ 別紙様式５－１のコンテナ番号及び封印番号については、申請時までに判明

しない場合は、空欄の状態で提出可能とするが、証明書発行日までに、別紙様

式５－２を提出すること。 
 ウ 証明書発行機関は、イにより申請を受けたときは、提出のあった書類により（１）

の要件に適合しているかどうかを審査した後、問題がないと認められるときは、

速やかに電子署名（電子署名及び認証業務に関する法律（平成 12 年法律第 102

号）第２条第１項に規定する電子署名をいう。）を行った電磁的記録による別紙

様式６－１及び別紙様式６－２の証明書原本を一元的な輸出証明書発給システム

により発行する。ただし、インド政府から別紙様式６－１又は別紙様式６－２の

いずれかのみを求められている場合には、その証明書原本を一元的な輸出証明書

発給システムにより発行する。 
エ 不測の事態により、一元的な輸出証明書発給システムによる発行ができず、書

面により別紙様式６－１及び別紙様式６－２の証明書原本の発行を行う場合に

あっては、下記①又は②により交付することとし、②の場合、郵送に要する経費

等は、申請者が負担するものとする。 
① 別表の申請先において手交 
② 郵送 

 オ 証明書発行機関は、証明書発行申請内容の確認等に当たり、必要に応じて、申



請者に対し追加資料の提出を求めることがある。 
 カ 証明書発行機関は、証明書原本の写し及び関係書類を証明書発行年度の翌年度

から３年間保存する。 
（３）証明書の返却等 
 ア 予定していた輸出が中止になり証明書が不要になった場合において、未だに証

明書が発行されていないときは、輸出者は、別紙様式７の取消願を、発行を申請

した証明書発行機関に提出すること。 
 イ 前項の場合において、既に証明書が発行されているときは、輸出者は、速やか

に証明書原本を、別紙様式７の取消願とともに、発行を受けた証明書発行機関に

返却すること。この場合において、証明書発行機関は、中止された輸出に関する

証明書の返却が確認されるまで、当該輸出者に対して新たな証明書の発行を行わ

ないものとする。 
（４）証明書の発行停止 
  次のアからウまでのいずれかに該当するときは、規制対策グループは当該輸出者

に対する証明書の発行を停止することができるほか、地方農政局等は、規制対策グ

ループと協議の上、当該輸出者に対する証明書の発行を停止することができる。な

お、発行停止に当たり、規制対策グループは、必要に応じて食品監視安全課の意見

を聴取するものとする。 
 ア 提出書類の記載内容が虚偽若しくは不実であると認められ、又はその疑いがあ

るとき。 
 イ 過去に交付を受けた証明書の不正使用が判明している輸出者からの申請であっ

て、当該輸出者に証明書を交付した際に証明書の適正使用が確保されないと判断

されるとき。 
 ウ その他相当の理由があると認められるとき。 
 
５ その他 
（１）証明書の要否の判断について 
  輸出者は、証明書を要する水産食品に該当するか等判断が困難なときは、証明書

発行申請前にインド政府に確認をすること。 
（２）認定施設責任者及び輸出者自らの衛生管理について 
  認定施設責任者及び輸出者は、インドの衛生上の規則及び条件について自ら情報

収集を行うとともに、インド向け輸出水産食品について適宜モニタリング検査を実

施する等により、インド向け輸出水産食品に関する自主的な衛生管理に努めること。 
（３）違反した輸出水産食品等に対する対応 
  規制対策グループは、インドの食品衛生に関する法令に違反した旨の連絡をイン

ド政府から受けるなど、インド向け輸出水産食品に問題が発生したときは、食品監

視安全課及び地方農政局等に連絡するとともに、輸出者及び認定施設への原因究明

及び改善の指示、検査の強化等の必要な措置を採るものとする。 
  この場合において、問題点が改善されたと判断したときは、規制対策グループは、

検査の強化等の措置を解除することができる。 



  この際、規制対策グループは、必要に応じ食品監視安全課に対し協力を求めるも

のとする。 
（４）インド政府との協議 
  規制対策グループは、（３）に定めるもののほか、インド政府からの連絡等があ

ったときは、インド側と協議の上、適切な措置をとるものとする。 
（５）インド政府への情報提供 
  規制対策グループは、必要に応じて、認定施設等インド向け輸出水産食品の輸出

に係る情報をインド政府へ情報提供するものとする。 
 
附 則 
１ この要綱は、令和５年１月１日から施行する。ただし、インド政府が別紙様式６

－２の提出を求めるまでの間は、４（２）アの証明書の発行申請について、改正前

の要綱別紙様式５－１を使用することができるものとする。 
２ ３（６）のインド政府による登録に関する規定及び４（２）ア⑤の提出書類に関

する規定は、インド政府が製造施設登録を求めるまでの間は適用しない。 
 
附 則（令和８年６月 24 日付け８輸国第 1245 号） 

 この要綱は、令和８年７月１日から施行する。 



 （別表） 
  
１ 施設認定申請・事項変更申請・認定廃止申請等関係 

（１）施設認定申請先（要綱３（２）ア関係） 

  申請先は、以下のとおりとする。 

 申請先 

 認定を受けようとする施設が所在する都道府県を管轄する地方農政局等（以下３参照） 

 

（２）認定施設の認定事項変更（要綱３（３）ア関係）及び認定廃止（要綱３（３）イ関係） 

  申請先並びに食品衛生法に基づく監視指導を受けた際の報告先（要綱３（４）イ関係） 

 申請又は報告を行う認定施設の区分 申請先・報告先 

１（１）の申請を行った認定施設の場合 １（１）の申請を行った地方農政局等 

令和３年３月までに都道府県等衛生部局

又は厚生労働省地方厚生局健康福祉部食

品衛生課により認定された認定施設の場

合 

認定施設が所在する都道府県を管轄する地方農

政局等（以下３参照） 

 

 

 

２ 証明書発行申請先（要綱４（２）イ関係） 

 申請を行う認定施設の区分 申請先 

１（１）の申請を行った認定施設のイン

ド向け輸出水産食品を輸出する場合 

規制対策グループ又は認定施設が所在する都道

府県を管轄する地方農政局等（以下３参照） 

令和３年３月までに都道府県等衛生部局

又は厚生労働省地方厚生局健康福祉部食

品衛生課により認定された認定施設のイ

ンド向け輸出水産食品を輸出する場合 

規制対策グループ又は認定施設が所在する都道

府県を管轄する地方農政局等（以下３参照） 

 

 

３ 地方農政局等一覧 

管轄する都道府県 提出先・連絡先 

北海道 北海道農政事務所生産経営産業部事業支援課 

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、

福島県 

東北農政局経営・事業支援部輸出促進課 

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、

東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県 

関東農政局経営・事業支援部輸出促進課 

新潟県、富山県、石川県、福井県 北陸農政局経営・事業支援部輸出促進課 

岐阜県、愛知県、三重県 東海農政局経営・事業支援部輸出促進課 

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、

和歌山県 

近畿農政局経営・事業支援部輸出促進課 

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、

徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

中国四国農政局経営・事業支援部輸出促進課 



福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、

宮崎県、鹿児島県 

九州農政局経営・事業支援部輸出促進課 

沖縄県 内閣府沖縄総合事務局農林水産部食料産業課 

 
 


